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企
業
が
長
期

。
大
規
模

に
国
有
椰
を
伐

採

で
き
る
よ
う

に
す
る
固
有

林
野
贅
理

経
営
法
改
正
案

の
客

識
が
参
院

で
大
詰
め
を
迎

え

て
い
る

週
内

に
も

与
党

な

ど

の
織

成
多

数

で
可

決

・
成
立

す

る

見
通

し
　

た

だ
、
大
企
業

に
よ
る
伐
揺
権

の
独

占
や
行

き
過
ぎ
た
伐
採

へ
の
縣
零
一は

強
い
　
改

正
案
は
伐
採

後

の
造
林

を
義
務
付
け
な

い
た
め
、
山
体
の
荒

費
を

心
配
す
る
お
も
あ
る

　
安
協
政
群

は

、
水
種
事
業
わ
漁
業

と
い

う

た
再

ら
し
や
命

に
直
結
す

る
分
野
に
や
業

を
参
入
さ
け
る
　
成
長
事
業

化

一
を
進
め

て
お

り
、
今

回
の
林
業
も
そ

の

一
環

だ

　

一
大
野
暢
ア

｝

■
盗
伐
の
跡

彬
丸
太

の
■１
摩
撃
↑
狙

一
締

め
猟

内

で
は
、
盗

伐
が
続
く
　
盗
伐

に
道

っ
た

八
十
五
家
梅

で

つ
く
る
摘
宵
者

の

会

の

海

者

漁

裕

大

会

長

状

↓
は

一
固
有
林
幸
〈
，
以
上
に
民
間

に
関
放

す
れ

ば
、
連
疲
伐
採

や
山

の
荒
鳴
を

助
長
す
る

」
と
心
配
す
る

襲
在

、
国
有
林

の
伐
採

は
、
国

が

毎
年
度
、
場
所
や
時
期
を
特

定
し

て

入
社
を
行

い
、
民
間
寧
業
“
が

略
札

す

る
仕

組
み

　
二
れ
に
対
し

、
改

―――

案
は

「
樹
本
採

取
権

一を
新
設
す

る

公
勢

で
樹

本
採

取
構
を
得
た
「
資
石

は
権
利
料

支
払

摯
や
旧

の
伐
採
計
向

順
守
を
条

件
に
最
提
五
十
年
間
嫌
葉

で
き
る

．
現
在

、　
一
カ
所
当
た

り
数

わ

“
霧
ｏ
れ

る
伐
採
規
模

は
、
数

白
れ

に

一
気

に
拡
大

す
る
見

込
み
だ

■
申
し
入
れ

伐
採
規

模
が
大
き
く
な
る

の
に
、

森

林

再

生

の

規

定

は

十

分

で

は

な

い
　
現
在

、
進
林
は
伐
採
と
は
別
事

業
と
し

て
民
間

に
姜
託

し
て

い
る

改
正
案

で
は
こ
れ
に
加

え
、
日

本
採

取
権
を
得

た
業
指

に
は
造
林
も

一
体

で
発
嗜
す

る
　
た
だ

、
政
府
は
業
裏

に
造
林

を

義
務
付
け
ず

、
申
し
入
れ

る

に
と
ど
よ
る

衆
籍
両
院
の
審
議
で
は
、
野
党
か

ら

一
最
長

五
十
年

と
い
う
長
期

契
約

が
結
べ
る

の
は
大
企
業

だ
け
だ

．
地

叫

特

〓

」

「

一
を

中
．・■
干

■
■

■

・一
■

元

の
中
小
事
業

者
が
排
除

さ
れ
る

」

と

い

っ
た
意
見

が
出

て

い
る
　
国

産

材

の
供

給
過
多

に
よ
る
輸
廟
れ

の
恐

れ
を
指

摘
す
る
声
も
あ

る

五
鋼
末
の
参
院
襲
林

水
華
委

員

会

で
は

、
参
考
人

の
泉
英

二

・
燿
暖

大

名

骨
教
授

（
森
林
学

）
が
国
有
林

の

現
状
に

つ
い
て

、
間
伐

し
な
が

う
森

を
育

て
る
の
で
は
な
く

、
山
を
丸
襟

に

す

る

、
皆

伐

一
籠

重

を

指

摘

「
は

政

止

で

そ

の
傾

向

が

強

ま

れ

ば

、

森

林

機

能

が

さ

ら

に

失

わ

れ

る

」
と
語

っ
た

政
府
側
は
改

正
家

の
意

翼
に

つ
い

て

‐
長
期
間
、
担

い
手

ξ
国
有
林

の

伐
採

。
植
林
を
委
ね
る

こ
と

て
、
安

定
し
た
事
斑
を
可
能
と
す

る

‥　

一
安

倍
蓄

二
首
相

）
と
説
明
　
十
一
１１１
費

鐵

張
幅

は
伐
揺
後

の
造
林

に
関
し

、
国

の
中
じ

入
れ

に
応
じ
た
中

か
ら
業
者

を
選

ぶ
の
で
、
確
実

に
実
施
さ
れ
る

と
強
調
す

る

●
専
門
外

国
有
林
野
の
管

理
経
営
は
こ
こ

二

十
年
、
本
材
生
産
た
け
で
は
な
く

、

自
然
激

境
保
全
を
含
む
公
樹
的
機

能

の

維

持

増

逸

に

重

点

を

出

い

て

き

た
　
そ
れ
森

一
成
辰
理
業

化

‐
さ

せ

る

転
換
点

は
、
嬌
相
が
議
長
を
務
め

る

．来
来
投
資
会
議

一
が
、

二
Э

一

七
年
の
来
来
投
資
戦
略

に
固
有
林

の

大
規
楼

・
長
期
伐
採

の
検
討
を
盛
り

込
ん
だ
こ
と
だ

一
八
年
二
月

の
会
議

で
は
、
民
間

議

員

の
竹
中
平
蔵
東
洋
大
教
授
が
法

改

正
を
求
め
た
　
法
改

正
を
議
論
じ

た
農
―――
諮
問
機
関

の
同
年
秋
の
部
会

で

、
部
会
長

の
上
歴
織
章

・
彙
京
農

工
大

大
学
隣
教
援

が
　
専
門
外

の
方

が
戦
略
を
出
し

、
わ
れ
わ
れ
が
検
討

し
な
く
て
は
な

ら
な
い
状
況
は
転
倒

し

て
い
る

一
と
苦

高
を
γ
す
る
場

面

も
あ

っ
た

わ
111麟

′

′量ごン大規模伐採 造林義務なし

大企業参入「固有林荒れるJ
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改
正
法
案

週
内
に
も
成
立

安倍政権が成長戦略で進める政策

少子高齢イしか経済成長を制約する中で、
人手不足に対処しつつ、1薔続的な成長経路実現には
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これまでの成功体験から決剛、
従来の構り度や社会構造を改革


